
 
 

水防法第１５条，土砂災害防止法第８条に基づき定める 

施設の変更について 

 

「水防法」及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法

律」（以下「土砂災害防止法」という。）により，市町村防災会議は,浸水想定区域,土

砂災害警戒区域にある要配慮者利用施設（高齢者や障害者，子ども等の入所施設や学

校,病院等）,地下街及び大規模な工場その他の施設（地下街及び大規模な工場その他

の施設については,水防法のみ対象となります。）の名称及び所在地を市町村防災計画

に定めることとされており,本市では資料編に掲載しております。 

つきましては,今年度の防災会議において,追加等の変更を行う施設は別紙のとおり

です。 
 
 
１ 今年度の防災会議で変更となる施設数 

施設種別 追加 削除 名称変更等 

地下街等 ― ― ― 

要配慮者利用施設 77施設 32施設 16施設 

大規模な工場その他の施設 ― ― ― 

 
 
２ 変更後の施設総数    

施設種別 
根拠法令 

合計 
水防法 土砂災害防止法 

地下街等    82施設     82施設 

要配慮者利用施設※ 1,488施設 274施設 1,740施設 

大規模な工場その他の施設 ―   対象なし 

合 計 1,570施設 274施設 1,822施設 

 ※ 要配慮者利用施設のうち，22施設は水防法及び土砂災害防止法のいずれにも該
当するため，足し上げと合計は一致しない。 
 

防２－１ 



 
 

根拠となる法令 
 

＜水防法＞ 

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置） 

第十五条 市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、これ

を設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、第十四条第一

項若しくは第二項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項若しくは第二項の規

定による雨水出水浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつ

たときは、市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。以

下同じ。）において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定

区域ごとに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲げる施設について

同号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。 

（略） 

四 浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項

において同じ。）内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及び所在地 

イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下に建設が

予定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用すると見込ま

れるものを含む。）をいう。次条において同じ。）でその利用者の洪水時、雨水出水時又は高潮時

（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を図る必要

があると認められるもの 

ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要する者

が利用する施設をいう。第十五条の三において同じ。）でその利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な

避難の確保を図る必要があると認められるもの 

ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であつて国土交通省令で定める基

準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（第十五条の四において「大規

模工場等」という。）でその洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの 

（略） 

 

 

 

＜土砂災害防止法＞ 

（警戒避難体制の整備等） 

第八条 市町村防災会議（災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三号）第十六条第一項の市町

村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあっては、当該市町村の長とする。次項において同

じ。）は、前条第一項の規定による警戒区域の指定があったときは、市町村地域防災計画（同法第四

十二条第一項の市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）において、当該警戒区域ごとに、次に掲げ

る事項について定めるものとする。 

（略） 

四 警戒区域内に、要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配

慮を要する者が利用する施設をいう。以下同じ。）であって、急傾斜地の崩壊等が発生するおそれ

がある場合における当該要配慮者利用施設を利用している者の円滑かつ迅速な避難を確保する必

要があると認められるものがある場合にあっては、当該要配慮者利用施設の名称及び所在地 

  （略） 

 


